
ポータルサイトの登録方法と
カードリーダーの申請方法



アカウント登録について

• ８月と１０月に厚労省と支払基金の連名で「アカウント登録案
内文書」が簡易書留で送られています。この中にあらかじめ割
り振られた「仮メールアドレス」と「仮パスワード」が記載さ
れています。ポータルサイトにアクセスする前にお手元に当該
案内文書をご準備ください。



「アカウント登録案内文書」を紛失・破棄した場合

• 「仮メールアドレス」と「仮パスワード」の削除を申請し、新
規でアカウント登録します。

①オンライン資格確認等コールセンター（0800-080-4583）

へ電話します。電話がつながりにくい状況も想定されますが、

何回もかけ直してください。

②オペレーターに繋がったら「仮メールアドレスと仮パスワード

を紛失した」とお伝えください。なお、削除には医療機関コー

ドが必要になります。オペレーターの指示に従い、削除の手続

きを行います。



「アカウント登録案内文書」を紛失・破棄した場合

③仮メールアドレスと仮パスワードの削除は電話より2～３営業

日かかります。登録はそれ以降に行ってください。

④登録はポータルサイトより行います。手順は次ページから。



検索サイトで「医療機関向けポータルサイト」と検索します



←医療機関向けポータルサイトホームページをクリックします



アカウント登録案内文書をお持ちの方は
「既にアカウントをお持ちの方はログイン」
をクリックしてください

アカウント登録案内文書を紛失し、
「仮メールアドレス」「仮パスワード」
を削除した方は
「初めてご利用になる方」
をクリックしてください



←仮メールアドレスを入力

←仮パスワードを入力

アカウント登録案内文書を持っている場合

新規登録の場合

←メールアドレスを入力

←クリック

←クリック

新規登録の場合は
メール内容に従って
アカウント登録の手続きを
進めてください。





ポータルサイトに登録後、カードリーダーの申請が可能となります。
次ページより顔認証付きカードリーダーの申請方法についてです。
なお、次ページからの資料は医療機関向けポータルサイトの資料を
転載しております。

申請方法などの詳細は以下URLもご参考ください。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-11.html

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-11.html


















顔認証カードリーダーについて

Q どのカードリーダーを選択すればいいのか？

A どのメーカーの顔認証付きカードリーダーであっても、既存シス
テムとの接続は、統一された仕様（各医療機関の既存システム（レセ
コン等）であり、資格確認端末から資格確認結果ファイルを取得する
仕様）となります。
このため、レセコンとは別に資格確認端末を用意、使用する構成であ
れば、特定の顔認証付カードリーダーでないと既存システムが動かな
いということはありません。

各メーカーでサイズが異なるため、窓口に置けるかどうかの検証が必
要です。

カタログは下記URLより

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-6.html

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-6.html

